
医療・介護職員の人材確保の支援策について（全体概要）

支援策の概要

医師 医師確保計画に基づく都道府県による取組（地域枠の設定、地域医療対策協議会・地域医療支援セ
ンター、キャリア形成プログラム、認定医師制度の活用）等

看護
職員

新規養成・復職支援・定着促進を三本柱にした取組の推進（看護師等養成所や病院内保育所の運営
に対する財政支援、都道府県ナースセンターによる復職支援など）、看護職員の処遇改善 等

※看護職員就業者数は、2008年の約140万人から2020年の約173万人へと、12年間で約33万人増加

薬剤師 地域医療介護総合確保基金の活用（薬剤師修学資金貸与、病院への薬剤師派遣）、復職支援、
地域枠の設定 等

介護
職員

介護職員の処遇改善、介護の仕事に対する理解促進や魅力発信、ＩＣＴや介護ロボット等のテクノ
ロジーを活用した生産性向上の推進による現場の負担軽減や職場環境の改善、介護分野へのアク
ティブシニア等の参入を促すための「入門的研修」や「介護助手」等の普及推進 等

【共通】 ハローワーク等での職業紹介サービスを提供中

各職種において、地域の実情等を踏まえた人材確保の取り組みが行われている。また、ハロー
ワーク等でも医療・介護職員の人材確保のための職業紹介サービスを提供している。
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医師確保対策に関する取組（全体像）
各都道府県の取組医師養成過程における取組

【医師確保計画】
○ 医師偏在指標により医師偏在の状況を把握

計画期間の終了時点で確保すべき目標医師数を設定

＜具体的な施策＞
●大学と連携した地域枠の設定

●地域医療対策協議会・地域医療支援センター
・ 地域医療対策協議会は、医師確保対策の方針（医師養
成、医師の派遣調整等）について協議
・ 地域医療支援センターは、地域医療対策協議会の協議
結果に基づき、医師確保対策の事務（医師派遣事務、派遣
される医師のキャリア支援・負担軽減、勤務環境改善支援
センターとの連携等）を実施

●キャリア形成プログラム（地域枠医師等）
・ 「医師不足地域の医師確保」と「派遣される医師の能
力開発・向上」の両立を目的としたプログラム

●認定医師制度の活用
・ 医師少数区域等に一定期間勤務した医師を厚労大臣が
認定する制度を活用し、医師不足地域の医師を確保

【大学医学部】
〇 中長期的な観点から、医師の需要・供給推計に基づき、全
国の医師養成数を検討

〇 地域枠（特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とし
た選抜枠）の医学部における活用方針を検討

【臨床研修】
〇 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小するとと
もに、都道府県別に、臨床研修医の募集定員上限数を設定

〇 その際、都市部や複数医学部を有する地域について、上限
数を圧縮するとともに、医師少数地域に配慮した定員設定
を行い、地域偏在を是正

【専門研修】
〇 日本専門医機構において、将来の必要医師数の推計を踏ま
えた都道府県別・診療科別の専攻医の採用上限数（シーリ
ング）を設定することで、地域・診療科偏在を是正
（産科等の特に確保が必要な診療科や、地域枠医師等につ
いてはシーリング対象外）

地域の医療を支えている勤務医が、安心して働き続けられる環境を整備することが重要であることから、都道府県ごとに設置された医
療勤務環境改善支援センター等による医療機関への支援を通じて、適切な労務管理や労働時間短縮などの医師の働き方改革を推進。具体
的には、
○ 医療機関における医師労働時間短縮計画の作成や追加的健康確保措置等を通じて、労働時間短縮及び健康確保を行う
○ 出産・育児・介護などのライフイベントを経験する医師が、仕事と家庭を両立できるよう勤務環境の改善を推進

医師の働き方改革

令和４年５月11日 第4回地域医療構想及び
医師確保計画に関するWG資料（一部改）
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医師数の年次推移

令和２(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況（結果の概要）より引用
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/dl/R02_gaikyo-b1.pdf

医師数の年次推移
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看護職員の人材確保の支援策について

（１）看護学生の学習環境の整備等による新規養成
・看護学生に学習しやすい環境を提供するため、看護師等養成所の整備や運営に対する補助を実施。

・看護関係資格の取得を目指す社会人経験者が、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座（専門実践教育訓
練）を受講した場合の給付の実施。

（２）看護職員の復職支援の強化
・看護師等免許保持者について一定の情報の届出制度を創設し、離職者の把握を徹底。

・都道府県ナースセンターが、離職後も一定のつながりを確保し、ライフサイクル等を踏まえて適切なタイミングで復職研修・職業紹介
等の必要な支援を実施。

（３）勤務環境の改善を通じた定着促進

・看護職員を含めた医療従事者全体の勤務環境を改善するため、医療機関による自主的な勤務環境改善の取組を促進し、都道府県
医療勤務環境改善支援センターが医療機関の取組を支援。
・病院内保育所の運営・施設整備や仮眠室・カンファレンスルーム等の新設・拡張など、勤務環境改善に対する支援を実施。

【新規養成】 【復職支援】 【定着促進】

看護職員の確保に当たっては、｢新規養成｣｢復職支援｣｢定着促進｣を三本柱にした取組を推進していく。

【地域・領域別偏在の調整】

・「地域に必要な看護職の確保推進事業」を全国に展開するための、事業の実施支援、好事例の分析、情報共有の促進。 4



看護職員就業者数の推移について
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※介護保険施設等
介護老人保健施設、介護医療院、
特別養護老人ホーム、居宅サービ
ス事業所、居宅介護支援事業所等

※社会福祉施設
老人福祉施設、児童福祉施設等

※その他
助産所、保健所・都道府県・市区
町村、事業所、看護師等学校養成
所・研究機関、その他

資料出所：厚生労働省「医療施設（静態）調査」「衛生行政報告例（隔年報）」「病院報告（従事者票）」に基づき厚生労働省医政局看護課において集計・推計
・病院で就業する看護職員数は、2017年以降は「医療施設（静態）調査」、2014年以前は「病院報告（従事者票）」による。
・診療所で就業する看護職員数は「医療施設（静態）調査」による。
・病院・診療所以外で就業する看護職員数は「衛生行政報告例（隔年報）」による。なお、「衛生行政報告例（隔年報）」の調査年ではない年については、 「衛生行政報告例（隔年報）」の数値に基づく推計値。

注：看護職員とは、保健師、
助産師、看護師及び准看護師
のこと。

看護職員の確保が進められて、看護職員就業者数は増加を続け、2020年（令和２年）には173.4万人となった。また、訪問看
護に従事する看護職員数も増加を続けている。



地域医療介護総合確保基金（医療分）における薬剤師の確保事業に関する取扱い

事業区分Ⅳ

標準事業例「48 地域包括ケアの拠点となる病院・薬局における薬剤師の確保支援」

地域薬剤師会において、求職希望の薬剤師の氏名、勤務希望地域、勤務条件などを登録し、薬剤師の確保が
困難な、地域包括ケア等を担う病院・薬局からの求めに対して、周辺地域に勤務する薬剤師の緊急派遣などの
協議・調整を行うための体制整備を支援する。

「地域医療介護総合確保基金を活用した薬剤師修学資
金貸与事業の取扱いについて」において、具体的な要
件及び基本的な考え方を周知。
（令和3年12月24日付厚生労働省医政局地域医療計画課、同省
医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡）

薬剤師修学資金貸与事業を行うために必要な経費（都
道府県が認めた薬剤師が不足する地域に所在する医療
機関等を勤務地として、一定期間の勤務を修学資金返
済義務免除要件としているものに限る）
（「地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る標準事業例の
取扱いについて」（令和3年2月19日付医政地発0219第1号厚
生労働省医政局地域医療計画課長通知）

地域における病院薬剤師の安定的な確保を目的として、
都道府県が指定する病院（薬剤師の偏在状況や充足状況
等を踏まえ薬剤師が不足とされている地域・医療機関に
限る）へ期間を定めて薬剤師派遣を行うための経費
（「地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る標準事業例の取
扱いについて」（令和3年9月28日付医政地発0928第1号厚生労
働省医政局地域医療計画課長通知）

事業区分Ⅳに関連する基金の対象して差し支えない経費として以下を明示
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出典：医師、歯科医師、薬剤師統計
※ 平成26年より病院・診療所それぞれの従事者数も調査

薬剤師数（業態別）の推移

○ 薬剤師の総数は増加している。薬局と医療施設の薬剤師は、全体の77.9％（令和２年）を占めており、
薬局の薬剤師の割合が年々高くなっている。
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介護職員の人材確保の支援策について

総合的な介護人材確保対策（主な取組）

介護職員の
処遇改善

多様な人材
の確保・育成

離職防止
定着促進
生産性向上

介護職
の魅力向上

外国人材の受入
れ環境整備

（実績）月額平均７．５万円の改善
月額平均1.8万円の改善（令和元年度～）
月額平均１.4万円の改善（29年度～）
月額平均1.3万円の改善（27年度～）
月額平均0.6万円の改善（24年度～）
月額平均2.4万円の改善（21年度～）

○ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水
準を目指し、総額２０００億円（年）を活用し、経験・技能の
ある介護職員に重点化した更なる処遇改善を2019年10
月より実施

○ 介護職員について、収入を３％程度（月額9,000円）引き
上げるための措置を、2022年２月から実施

※ 令和３年度介護報酬改定では、介護職員の人材確保・処遇改善等にも配慮し、

改定率を＋0.70％とするとともに、更なる処遇改善について、介護職員間の配分

ルールの柔軟化を実施。

○ 介護福祉士修学資金貸付、再就職準備金貸付による
支援

○ 中高年齢者等の介護未経験者に対する入門的研修の
実施から、研修受講後の体験支援、マッチングまでを一体
的に支援

○ ボランティアポイントを活用した介護分野での就労的活
動の推進

○ 多様な人材層の参入促進、介護助手等の普及促進

○ 他業種からの参入促進のため、キャリアコンサルティングや、
介護・障害福祉分野の職業訓練枠の拡充のため、訓練に職
場見学・職場体験を組み込むことを要件に、訓練委託費等の
上乗せ、訓練修了者への返済免除付きの就職支援金の貸付
を実施

○ 福祉系高校に通う学生に対する返済免除付きの修学資金の
貸付を実施

○ 介護施設等における防災リーダーの養成

○ 介護ロボット・ＩＣＴ等テクノロジーの活用推進
○ 介護施設・事業所内の保育施設の設置・運営の支援
○ キャリアアップのための研修受講負担軽減や代替職員
の確保支援

○ 生産性向上ガイドラインの普及
○ 悩み相談窓口の設置、若手職員の交流推進
○ ウィズコロナに対応したオンライン研修の導入支援、介護助
手としての就労や副業・兼業等の多様な働き方を実践するモ
デル事業の実施

○ 民間事業者によるイベント、テレビ、新聞、SNSを活かした取組
等を通じて全国に向けた発信を行い、介護の仕事の社会的評価
の向上を図るとともに、各地域の就職相談のできる場所や活用で
きる支援施策等の周知を実施

○ 学生やその保護者、進路指導担当者等への介護の仕
事の理解促進

○ 介護福祉士を目指す留学生等の支援（介護福祉士修
学資金の貸付推進、日常生活面での相談支援等）

○ 「特定技能」等外国人介護人材の受入環境整備（現地説明会
等による日本の介護のPR、介護技能向上のための集合研修、介
護の日本語学習支援、介護業務等の相談支援・巡回訪問の実施
等）

○ 特定技能の受入見込数を踏まえ、試験の合格者見込数を拡充
するとともに、試験の開催国を拡充 8
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